
議案第５０号 

 

   川崎市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 川崎市手数料条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

平成２１年 ２ 月１８日提出 

                川崎市長 阿 部 孝 夫 

 

川崎市手数料条例の一部を改正する条例 

第１条 川崎市手数料条例（昭和２５年川崎市条例第６号）の一部を次のよう

に改正する。 

  第８条に次のただし書を加える。 

ただし、第２条第１６９号の手数料は、建築基準法第６条第５項に規定

する構造計算適合性判定が行われなかったときは、その一部を還付するこ

とができる。 

第２条 川崎市手数料条例の一部を次のように改正する。 

  第２条中第１５４号を削り、第１５５号を第１５４号とし、第１５６号か

ら第１６０号までを１号ずつ繰り上げ、同条第１６１号中「、高度管理医療

機器等」を「又は高度管理医療機器等」に改め、「又は医薬品の販売若しく

は授与の相手方の変更の許可証」を削り、同号を同条第１６０号とし、同条

第１６２号中「、高度管理医療機器等」を「又は高度管理医療機器等」に改

め、「又は医薬品の販売若しくは授与の相手方の変更の許可証」を削り、同

号を同条第１６１号とし、同条中第１６３号を第１６２号とし、第１６４号

から第１７４号までを１号ずつ繰り上げ、同条第１７５号中「第１６８号」

 



を「第１６７号」に、「第１６９号」を「第１６８号」に、「第１７３号」

を「第１７２号」に改め、同号を同条第１７４号とし、同条中第１７６号を

第１７５号とし、第１７７号から第２４２号までを１号ずつ繰り上げる。 

第５条中「第２条第２４０号」を「第２条第２３９号」に改める。 

  第８条ただし書中「第２条第１６９号」を「第２条第１６８号」に改める。 

第３条 川崎市手数料条例の一部を次のように改正する。 

第２条中第２４１号を第２４７号とし、第２２１号から第２４０号までを

６号ずつ繰り下げ、第２２０号の次に次の６号を加える。 

(２２１)  長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成２０年法律第８７号。 

以下「長期優良住宅普及促進法」という。）第５条第１項から第３項ま

での規定に基づく同条第１項に規定する長期優良住宅建築等計画（以下

「長期優良住宅建築等計画」という。）の認定の申請（以下この号及び

次号において「認定申請」という。）に対する審査 

ア 認定申請に係る長期優良住宅建築等計画が長期優良住宅普及促進法

第６条第１項各号に掲げる基準に適合する旨を住宅の品質確保の促進

等に関する法律（平成１１年法律第８１号）第５条第１項に規定する

登録住宅性能評価機関（第２２３号アにおいて「登録住宅性能評価機

関」という。）が証する書類が当該認定申請に係る申請書に添付され

ている場合  

１件につき 次に掲げる当該認定申請に係る建築物又は建築物の

部分（以下この号において「申請建築物等」とい

う。）の住戸の総数の区分に応じ次に規定する額を

当該申請建築物等について同時に認定申請をする住

戸の数の合計数（以下この号において「同時申請戸

数」という。）で除して得た額（１００円未満の端

 



数があるときは、これを切り捨てる。） 

 (ア) １戸                    ６，０００円 

(イ) ２戸以上５戸以下             １２，０００円 

(ウ) ６戸以上１０戸以下            ２１，０００円 

(エ) １１戸以上３０戸以下           ３１，０００円 

(オ) ３１戸以上５０戸以下           ５８，０００円 

(カ)  ５１戸以上１００戸以下          ９９，０００円 

(キ)  １０１戸以上２００戸以下        １６０，０００円 

(ク)  ２０１戸以上３００戸以下        ２００，０００円 

(ケ)  ３０１戸以上              ２１０，０００円 

イ ア以外の場合 

１件につき 次に掲げる申請建築物等の住戸の総数の区分に応じ

次に規定する額を同時申請戸数で除して得た額（１

００円未満の端数があるときは、これを切り捨て

る。） 

(ア)  １戸                   ４５，０００円 

(イ)  ２戸以上５戸以下            １１０，０００円 

(ウ)  ６戸以上１０戸以下           １７０，０００円 

(エ)  １１戸以上３０戸以下          ３４０，０００円 

(オ)  ３１戸以上５０戸以下          ６００，０００円 

(カ)  ５１戸以上１００戸以下       １，０００，０００円 

(キ)  １０１戸以上２００戸以下      １，９００，０００円 

(ク)  ２０１戸以上３００戸以下      ２，７００，０００円 

(ケ)  ３０１戸以上            ３，４００，０００円 

(２２２)  長期優良住宅普及促進法第６条第２項後段の規定に基づく建築基準

 



法第６条第１項の規定による確認の申請書（以下「確認申請書」とい

う。）の提出が行われた場合における長期優良住宅普及促進法第５条第

１項から第３項までの規定に基づく認定申請に対する審査 

ア 確認申請書に係る計画に建築基準法第６条第５項に規定する構造計

算適合性判定を行う建築物又は建築物の部分（以下「要判定建築物」

という。）が含まれる場合 

１件につき 前号の規定により算定した額に次に規定する額の合

計額を加えた額 

(ア)  第１６７号に規定する額（確認申請書に係る計画に建築基準法第

８７条の２の昇降機に係る部分が含まれる場合にあっては、同号に

規定する額に昇降機１基につき第１７２号に掲げる場合の区分に応

じ同号に規定する額を加えた額） 

(イ)  １要判定建築物につき次に掲げる要判定建築物に係る構造計算の

方法及び要判定建築物の区分に応じ次に規定する額 

ａ 要判定建築物に係る構造計算が国土交通大臣が定めた方法によ

るとき。 

(ａ)  床面積の合計が１，０００平方メートル以内の要判定建築物 

１６６，８００円 

(ｂ)  床面積の合計が１，０００平方メートルを超え２，０００平

方メートル以内の要判定建築物     ２２２，４５０円 

(ｃ)  床面積の合計が２，０００平方メートルを超え１０，０００

平方メートル以内の要判定建築物    ２５５，０００円 

(ｄ)  床面積の合計が１０，０００平方メートルを超え５０，００

０平方メートル以内の要判定建築物   ３３６，９００円 

(ｅ)  床面積の合計が５０，０００平方メートルを超える要判定建

 



築物                 ６１９，３５０円 

ｂ 要判定建築物に係る構造計算が国土交通大臣の認定を受けたプ

ログラムによるとき。 

(ａ)  床面積の合計が１，０００平方メートル以内の要判定建築物 

１１５，３５０円 

(ｂ)  床面積の合計が１，０００平方メートルを超え２，０００平

方メートル以内の要判定建築物     １４３，７００円 

(ｃ)  床面積の合計が２，０００平方メートルを超え１０，０００

平方メートル以内の要判定建築物    １５７，３５０円 

(ｄ)  床面積の合計が１０，０００平方メートルを超え５０，００

０平方メートル以内の要判定建築物   １９９，３５０円 

(ｅ)  床面積の合計が５０，０００平方メートルを超える要判定建

築物                 ３３７，９５０円 

イ ア以外の場合 

      １件につき 前号の規定により算定した額に第１６７号に規定す

る額（第１７２号に掲げる場合に該当する場合にあ

っては同号に掲げる場合の区分に応じ同号に規定す

る額、確認申請書に係る計画に建築基準法第８７条

の２の昇降機に係る部分が含まれる場合にあっては

第１６７号に規定する額に昇降機１基につき第１７

２号に掲げる場合の区分に応じ同号に規定する額を

加えた額。第２２４号イにおいて同じ。）を加えた

額 

(２２３)  長期優良住宅普及促進法第８条第１項及び同条第２項において準用

する長期優良住宅普及促進法第５条第１項から第３項までの規定に基づ

 



く長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請（以下この号から第２２

５号までにおいて「変更認定申請」という。）に対する審査 

ア 変更認定申請に係る長期優良住宅建築等計画が長期優良住宅普及促

進法第６条第１項各号に掲げる基準に適合する旨を登録住宅性能評価

機関が証する書類が当該変更認定申請に係る申請書に添付されている

場合 

１件につき 当該変更認定申請に係る建築物又は建築物の部分（以

下この号において「申請建築物等」という。）の住

戸の総数の区分に応じ第２２１号ア(ア)から(ケ)までに

規定する額に２分の１を乗じて得た額を当該変更認

定申請をする際現に長期優良住宅普及促進法第６条

第１項の認定を受けている当該申請建築物等の住戸

の数の合計数（以下この号において「既認定戸数」

という。）で除して得た額（１００円未満の端数が

あるときは、これを切り捨てる。） 

イ ア以外の場合 

１件につき 申請建築物等の住戸の総数の区分に応じ第２２１号

イ(ア)から(ケ)までに規定する額に２分の１を乗じて得

た額を既認定戸数で除して得た額（１００円未満の

端数があるときは、これを切り捨てる。） 

 (２２４)  長期優良住宅普及促進法第８条第２項において準用する長期優良住

宅普及促進法第６条第２項後段の規定に基づく確認申請書の提出が行わ

れた場合における長期優良住宅普及促進法第８条第１項及び同条第２項

において準用する長期優良住宅普及促進法第５条第１項から第３項まで

の規定に基づく変更認定申請に対する審査 

 



ア 確認申請書に係る計画に要判定建築物が含まれるとき。 

１件につき 前号の規定により算定した額に第２２２号ア(ア)及び

(イ)に規定する額の合計額を加えた額 

イ ア以外の場合 

１件につき 前号の規定により算定した額に第１６７号に規定す

る額を加えた額 

(２２５)  長期優良住宅普及促進法第９条第１項の規定に基づく変更認定申請

に対する審査             １件につき ２，１００円 

(２２６)  長期優良住宅普及促進法第１０条の規定に基づく計画の認定を受け

た地位の承継の承認申請に対する審査 

１件につき １，７００円 

  第５条中「第２条第２３９号」を「第２条第２４５号」に改める。 

  第８条ただし書中「第２条第１６８号」の次に「、第２２２号ア及び第２

２４号ア」を加える。 

第４条 川崎市手数料条例の一部を次のように改正する。 

  第２条第１６７号ア中「５，０００円」を「１０，０００円」に改め、同

号イ中「９，０００円」を「１８，０００円」に改め、同号ウ中「１４，０

００円」を「２８，０００円」に改め、同号エ中「１９，０００円」を「３

６，０００円」に改め、同号オ中「３４，０００円」を「６６，０００円」

に改め、同号カ中「４８，０００円」を「９３，０００円」に改め、同号ケ

中「４６０，０００円」を「９００，０００円」に改め、同号ケを同号サと

し、同号ク中「５０，０００平方メートル」を「３０，０００平方メートル」

に、「２４０，０００円」を「３７０，０００円」に改め、同号クを同号ケ

とし、同号ケの次に次のように加える。 

コ 床面積の合計が３０，０００平方メートルを超え５０，０００平方

 



メートル以内のもの       １件につき ４６０，０００円 

  第２条第１６７号キ中「１０，０００平方メートル」を「５，０００平方

メートル」に、「１４０，０００円」を「１６０，０００円」に改め、同号

キの次に次のように加える。 

   ク 床面積の合計が５，０００平方メートルを超え１０，０００平方メ

ートル以内のもの        １件につき ２８０，０００円 

  第２条第１６９号ア中「１０，０００円」を「１６，０００円」に改め、

同号イ中「１２，０００円」を「１９，０００円」に改め、同号ウ中「１６

，０００円」を「２５，０００円」に改め、同号エ中「２２，０００円」を

「３４，０００円」に改め、同号オ中「３６，０００円」を「５８，０００

円」に改め、同号カ中「５０，０００円」を「７８，０００円」に改め、同

号ケ中「３８０，０００円」を「６１０，０００円」に改め、同号ケを同号

サとし、同号ク中「５０，０００平方メートル」を「３０，０００平方メー

トル」に、「１９０，０００円」を「２４０，０００円」に改め、同号クを

同号ケとし、同号ケの次に次のように加える。 

コ 床面積の合計が３０，０００平方メートルを超え５０，０００平方

メートル以内のもの       １件につき ３００，０００円 

  第２条第１６９号キ中「１０，０００平方メートル」を「５，０００平方

メートル」に改め、同号キの次に次のように加える。 

   ク 床面積の合計が５，０００平方メートルを超え１０，０００平方メ

ートル以内のもの        １件につき １９０，０００円 

  第２条第１７０号ア中「９，０００円」を「１５，０００円」に改め、同

号イ中「１１，０００円」を「１８，０００円」に改め、同号ウ中「１５，

０００円」を「２４，０００円」に改め、同号エ中「２１，０００円」を「３

１，０００円」に改め、同号オ中「３５，０００円」を「５５，０００円」

 



に改め、同号カ中「４７，０００円」を「７５，０００円」に改め、同号ケ

中「３７０，０００円」を「６００，０００円」に改め、同号ケを同号サと

し、同号ク中「５０，０００平方メートル」を「３０，０００平方メート

ル」に、「１８０，０００円」を「２３０，０００円」に改め、同号クを同

号ケとし、同号ケの次に次のように加える。 

コ 床面積の合計が３０，０００平方メートルを超え５０，０００平方

メートル以内のもの       １件につき ２９０，０００円 

  第２条第１７０号キ中「１０，０００平方メートル」を「５，０００平方

メートル」に改め、同号キの次に次のように加える。 

   ク 床面積の合計が５，０００平方メートルを超え１０，０００平方メ

ートル以内のもの        １件につき １８０，０００円 

  第２条第１７１号ア中「９，０００円」を「１５，０００円」に改め、同

号イ中「１１，０００円」を「１８，０００円」に改め、同号ウ中「１５，

０００円」を「２３，０００円」に改め、同号エ中「２０，０００円」を「３

２，０００円」に改め、同号オ中「３３，０００円」を「５２，０００円」

に改め、同号カ中「４５，０００円」を「７０，０００円」に改め、同号ケ

中「３３０，０００円」を「５３０，０００円」に改め、同号ケを同号サと

し、同号ク中「５０，０００平方メートル」を「３０，０００平方メート

ル」に、「１６０，０００円」を「２１０，０００円」に改め、同号クを同

号ケとし、同号ケの次に次のように加える。 

コ 中間検査を行う部分の床面積の合計が３０，０００平方メートルを

超え５０，０００平方メートル以内のもの 

１件につき ２６０，０００円 

第２条第１７１号キ中「１０，０００平方メートル」を「５，０００平方

メートル」に改め、同号キの次に次のように加える。 

 



   ク 中間検査を行う部分の床面積の合計が５，０００平方メートルを超

え１０，０００平方メートル以内のもの 

１件につき １６０，０００円 

  第２条第１７２号ア(ア)中「９，０００円」を「１７，０００円」に改め、

同号ア(イ)中「４，０００円」を「８，０００円」に改め、同号ア(ウ)中「８，

０００円」を「１５，０００円」に改め、同号イ(ア)中「５，０００円」を 

「１０，０００円」に改め、同号イ(イ)中「３，０００円」を「５，０００ 

円」に改め、同号イ(ウ)中「４，０００円」を「９，０００円」に改め、同条

第１７３号ア中「１３，０００円」を「２１，０００円」に改め、同号イ中

「８，０００円」を「１３，０００円」に改め、同号ウ中「９，０００円」

を「１５，０００円」に改め、同条中第２４７号を第２５０号とし、第２２

７号から第２４６号までを３号ずつ繰り下げ、第２２６号を第２２８号とし、

同号の次に次の１号を加える。 

(２２９)  高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成１８

年法律第９１号。以下この号において「法」という。）第１７条第４項

（法第１８条第２項において準用する場合を含む。）の規定に基づく確

認申請書の提出が行われた場合における法第１７条第１項（法第１８条

第２項において準用する場合を含む。）の規定に基づく特定建築物の建

築等及び維持保全の計画の認定の申請（確認申請書に係る計画に要判定

建築物が含まれるものに限る。）に対する審査  

ア 要判定建築物に係る構造計算が国土交通大臣が定めた方法によると

き。 

  １件につき １要判定建築物につき次に掲げる要判定建築物の区

分に応じ次に規定する額 

(ア)  床面積の合計が１，０００平方メートル以内の要判定建築物 

 



１６６，８００円 

(イ)  床面積の合計が１，０００平方メートルを超え２，０００平方メ

ートル以内の要判定建築物         ２２２，４５０円 

(ウ)  床面積の合計が２，０００平方メートルを超え１０，０００平方

メートル以内の要判定建築物        ２５５，０００円 

(エ)  床面積の合計が１０，０００平方メートルを超え５０，０００平

方メートル以内の要判定建築物       ３３６，９００円 

(オ)  床面積の合計が５０，０００平方メートルを超える要判定建築物 

６１９，３５０円 

イ 要判定建築物に係る構造計算が国土交通大臣の認定を受けたプログ

ラムによるとき。 

１件につき １要判定建築物につき次に掲げる要判定建築物の区

分に応じ次に規定する額 

(ア)  床面積の合計が１，０００平方メートル以内の要判定建築物 

１１５，３５０円 

(イ)  床面積の合計が１，０００平方メートルを超え２，０００平方メ

ートル以内の要判定建築物         １４３，７００円 

(ウ)  床面積の合計が２，０００平方メートルを超え１０，０００平方

メートル以内の要判定建築物        １５７，３５０円 

(エ)  床面積の合計が１０，０００平方メートルを超え５０，０００平

方メートル以内の要判定建築物       １９９，３５０円 

(オ)  床面積の合計が５０，０００平方メートルを超える要判定建築物 

３３７，９５０円 

  第２条中第２２５号を第２２７号とし、同条第２２４号ア中「第２２２号

ア(ア)及び(イ)」を「第２２４号ア(ア)及び(イ)」に改め、同号を同条第２２６号と

 



し、同条第２２３号中「第２２５号」を「第２２７号」に改め、同号ア中

「第２２１号ア(ア)から(ケ)まで」を「第２２３号ア(ア)から(ケ)まで」に改め、同

号イ中「第２２１号イ(ア)から(ケ)まで」を「第２２３号イ(ア)から(ケ)まで」に改

め、同号を同条第２２５号とし、同条第２２２号イ中「第２２４号イ」を

「第２２６号イ」に改め、同号を同条第２２４号とし、同条第２２１号ア中

「第２２３号ア」を「第２２５号ア」に改め、同号を同条第２２３号とし、

同条中第２２０号を第２２２号とし、第１７６号から第２１９号までを２号

ずつ繰り下げ、同条第１７５号中「第７条の６第１項第１号」の次に「又は

第１８条第２２項第１号」を加え、同号の次に次の２号を加える。 

 (１７６)  建築基準法第４２条第１項第５号の規定に基づく道路位置の指定の

申請又は変更の申請に対する審査   １件につき ５０，０００円 

(１７７)  建築基準法第４２条第１項第５号の規定に基づく道路位置の指定の

廃止の申請に対する審査       １件につき ３０，０００円 

第５条中「第２条第２４５号」を「第２条第２４８号」に改める。 

第８条ただし書中「第２２２号ア及び第２２４号ア」を「第２２４号ア、

第２２６号ア及び第２２９号」に改め、「その」の次に「全部又は」を加え

る。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２１年７月１日から施行する。ただし、第１条の規定及

び次項の規定は公布の日から、第２条の規定及び附則第３項の規定は同年６

月１日から、第３条の規定は長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成

２０年法律第８７号）の施行の日から施行する。 

 （第１条の規定による改正に伴う経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後の条例第８条の規定は、第１条の規定の施行の

 



日（以下「施行日」という。）以後に徴収する手数料から適用し、施行日前

に徴収した手数料については、なお従前の例による。 

（第２条の規定による改正に伴う経過措置） 

３ 薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置

に関する政令（平成２１年政令第２号）附則第３条の規定によりなおその効

力を有するものとされる同令による改正前の薬事法施行令（昭和３６年政令

第１１号）第４５条第１項及び第４６条第１項の規定に基づく薬事法の一部

を改正する法律（平成１８年法律第６９号）第１条の規定による改正前の薬

事法（昭和３５年法律第１４５号）第２６条第３項ただし書の許可に係る許

可証の書換え交付及び再交付については、第２条の規定による改正前の条例

第２条第１６１号及び第１６２号の規定は、なおその効力を有する。 

 

 

参考資料 

 

制 定 要 旨 

 

 建築基準法に基づく確認申請等に係る手数料の額の改定、同法に基づく道路

位置の指定の申請等に係る手数料の新設、高齢者、障害者等の移動等の円滑化

の促進に関する法律に基づく特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定の

申請に係る手数料の新設等を行うこと、長期優良住宅の普及の促進に関する法

律の施行に伴い、長期優良住宅建築等計画の認定等の申請に係る手数料の新設

等を行うこと等のため、この条例を制定するものである。 

 

 


